
令和７年度 
鯖江市育児休業代替任期付職員（技術（建築・土木）） 

採用候補者選考受験案内 
 

                    鯖江市総務部職員課 

     〒916-8666  鯖江市西山町１３番１号 

TEL (0778)53-2201 

 

受 付 期 間  ～令和８年２月２７日(金) 午後５時 

        ※申込状況により、受付期間到来までに受付を終了することがあります。 

また、その場合においても欠員状況等により、令和８年２月２７日まで

は募集を再開することがあります。 

選 考 日  申込状況により試験日を決定 
        ※受付後、１か月以内をめどに試験日をお知らせします。 

 

【注意事項】 
鯖江市育児休業代替任期付職員は、育児休業を取得する職員の代替として勤務する職員です。 

職員の育児休業の取得状況によって、合格しても採用されない場合があります。 

 ○採用候補者選考合格者は、「採用候補者名簿」に登載されます。 

 ○名簿登載期間は、最終合格発表から３年間です（その間、職員の育児休業が発生した場合に、

採用についての連絡をします。）。 

 ○任期は１年以上３年未満で、職員の育児休業期間に応じて設定されます。 

 ○育児休業代替任期付職員は、任期が定められていること以外、勤務条件（給与、休暇、服務、

災害補償等）については、原則として一般職の職員と同様の扱いとなります。 

  ※育児休業および育児短時間勤務を利用することはできません。 

※ やむを得ない事情により、急遽、試験日程や試験方法等を変更する場合がありますので、

必ず随時鯖江市ホームページトップの「新着情報」および「職員採用情報」を御確認くだ

さい。 

 

１ 選考区分、募集人員および職務内容 

選考区分 募集人員 職  務  内  容 

技術（建築） １人程度 
本庁、出先機関等に勤務し、専門的技術の業務等

に従事 

技術（土木） １人程度 
本庁、出先機関等に勤務し、専門的技術の業務等

に従事 

 

２ 受験資格 

選考区分 

受験資格・要件 

資格・免許 
生年月日 

(下の期間に生まれた者) 

技術（建築） 
建築に関する専門課程を卒業した者 または令和

８年３月３１日までに卒業見込みの者 

昭和５５年４月２日 

～平成１８年４月１日 

技術（土木） 
土木に関する専門課程を卒業した者 または令和

８年３月３１日までに卒業見込みの者 

昭和５５年４月２日 

～平成１８年４月１日 



 

⑴ 学歴は問いません。 

⑵ 次のいずれかに該当する者 

ア 日本国籍を有する者 

イ 「出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）」に定められている永住者 

ウ 「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法

（平成３年法律第７１号）」に定められている特別永住者 

⑶ 上記の受験資格があっても、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。 

（地方公務員法第１６条に規定する欠格条項） 

ア 拘禁以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、または執行を受けることがなくなる

までの者 

イ 鯖江市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

３ 選考の日時および場所 

日程 試験会場 

受付後、１か月以内をめどに試験日をお知らせします。 鯖江市西山町１３－１ 鯖江市役所 

 

４ 選考の方法 

選考種目 内容 

書類選考 

エントリーシート 

志望動機や自己ＰＲなど 

※電子申請（LoGoフォーム）での申込み時に入力していただきます。 

Ｓ
Ｐ
Ｉ
３ 

基礎能力検査 公務員として必要な基礎的な能力についての試験 

性格検査 受験者の性格特徴を見るための検査 

個人面接 人柄、性格、専門的知識、職務遂行能力等をみるための個人面接 

その他 受験資格の有無、申込書記載事項の真否について審査します。 

※ ＳＰＩ３はテストセンター方式による、全国主要都市等に設置される会場またはオンラ

インによる自宅等で受験いただきます。 

 

５ 合格者の発表 

  試験後概ね２週間以内に鯖江市ホームページに掲載します。 

また、全員に結果を郵便で通知します。 

 

６ 合格から採用まで 

 ⑴ 合格者は、採用候補者名簿に登載されます。 

 ⑵ 採用候補者名簿に登載されると、職員の育児休業の取得状況に応じて、名簿登載期間

の３年間で順次採用されます（採用は不定期であり、すぐに採用されない場合があるほ

か、登載されても必ず採用されるとは限りません。）。 

 ⑶ 受験資格がないこと、または申込書記載事項が正しくないことが明らかになった場合

は、合格を取り消します。 

 ⑷ 採用が決まった人については、健康診断の受診や各種書類の提出などの手続を別途依

頼します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 採用された場合の給与（令和７年４月１日現在） 

区 分 （参考）新卒の場合の初任給 備考 

大学卒 ２２４，３００円 
前歴加算による調整があります。 

短大卒 ２０９，０００円 

※扶養手当､住居手当､通勤手当､期末･勤勉手当等が支給されます｡ 
 

８ 受験申込および受付期間 

受験申込は、電子申請により受け付けます。 

アクセス方法 

鯖江市ホームページから職員採用サイトの鯖江市育児休業代替任期付職

員（技術（建築・土木））採用候補者選考受験案内にアクセスしてくださ

い。 

手続方法 

①電子申請フォーム（LoGoフォーム）にメールアドレスを入力し、送信 

②no-reply@logoform.jpからメール受信 

③受信したメールの URLにアクセスし、入力フォームに必要事項を入力 

④後日、受験票ダウンロードの案内メールを送信します。 

受付期間 ～令和８年２月２７日(金) 午後５時 

※正常に申込手続ができているもののみを有効とします。正常に申込みが行われていない

場合は受験できませんので御注意ください。 

 

９ その他 

 申込手続その他の問い合せは､鯖江市総務部職員課でお答えします｡ 

       電話 （０７７８）  ５３－２２０１ (直通) 

（０７７８）  ５１－２２００ (内線３６１) 
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育児休業の発生 


